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　法人保険営業―それは、生命保険募集人として新たな一歩を踏み出す
ための、広くて奥深い世界です。

　はじめて挑戦する方にとっては、「法人って難しそう…」という印象が先に
立つかもしれません。法人には多様なニーズや複雑な意思決定の仕組みが
あり、商談の場面では経営者だけでなく、担当役員や総務・経理・人事など
複数のキーパーソンと関わることも珍しくありません。最初は戸惑いや不安を
覚えるのは当然のことです。

　しかし、その難しさこそが法人保険営業の醍醐味であり、挑戦する価値なの
です。情報を集め、背景を理解し、経営者や関係者の立場に寄り添った提案
を行えば、やがて「ありがとう」と言われる瞬間に出会えます。その達成感は
大きく、あなたの自信と次なる成果への原動力となっていきます。

　本書は、法人保険営業に初めて挑戦する方に向けて、最初におさえておき
たい基本的な知識や考え方をできるだけわかりやすくまとめたものです。
法人や中小企業の定義を説明するところから始めているため、「超」入門書と
いう本のタイトルにしました。

　また、営業現場で遭遇する実際の課題について、数字や事例を交えて具体
的に示しました。読むことで「何から始めればよいのか」が見えてきます。

　法人保険営業は、特別な人にしかできないものではありません。学びを
積み重ね、実践を繰り返すことで誰もが成果を上げられる舞台です。これから
出会う経営者やキーパーソンとのご縁を通じて、あなたの視野は広がり、営業
力は着実に磨かれていきます。

　このページを開いた今この瞬間が、新しい挑戦の始まりです。ぜひ勇気を
もって一歩を踏み出し、法人保険営業という大きな舞台で、未来の成果と達成
感を自らの手でつかみ取ってください。
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コンサルティング営業の必要性

　皆さんが個人のお客さまに営業をするとき、どんなスタイルで臨みますか？
　いきなり「こんにちは！お客さまには●●保険がオススメです！」などと言ったりはしないで
すよね。そんな営業は単なる押し売りになってしまいますし、お客さまもその保険が本当に
必要かどうか判断できませんよね。

経営者の特徴

　ということは、法人に対してもこの手法でアプローチすればいいのではないでしょうか？
「押し売りしちゃダメなんだから、しっかり提案できているよ」ということであれば良いのです
が、いきなりこんな提案をしていませんか？

　さすがに、ここまで極端ではないかもしれませんが、「商品の押し売り」になっていないか
振り返ってみる必要があります。「経営者が法人の生命保険契約で問題を感じている」という
ニーズが顕在化していることはほとんどないからです。
　また、皆さんが経営者の立場になって考えて欲しいことがあります。それは、「経営上の
悩みがあった場合、誰に相談する？」ということです。下の図は「経営者の特徴」を示したもの
ですが、サラリーマンと違って指示を出す上司はいませんから、経営者は選択を迫られる
ときは常に自分1人の責任で意思決定をしていく必要があります。
　そんな経営者の悩みとは、いったいどんなもので、誰がその聞き役になっているのでしょうか？

　また、押し売りになってしまった場合、お客さまには「この人と次に会った場合、またこんな
営業をかけられてしまうのではないだろうか」というネガティブな感情を抱かせてしまう可能性
があり、自分のセールスパーソンとしての価値を落としてしまうことにもなります。
　ですから、保険商品の提案では、
❶お客さまの環境をヒアリングする
❷ライフプランシートの作成などを通じて、その世帯の将来の生活設計やお金の流れを把握
する
❸ライフプランシート作成で出てきた課題・問題点に対する「処方箋」として、保険商品の
提案などを行う

といったプロセスを踏む、「コンサルティング営業」が必要です。
　単に保険商品を販売するのではなく、お客さまに深く寄り添い、問題点や潜在的なニーズ、
悩みごとなどを確認し、それに応じた解決策として保険を提案する必要があります。

個人と同様、法人攻略の突破口は「コンサルティング営業」

■ 法人攻略の基本は「相手の悩みを把握する」こと5

社長！ 退職金準備には
●●保険がオススメです！

今は保険のことなんて
考えてる場合じゃないよ…

お客さまには
●●保険がオススメです！

今の私には
●●保険が必要なの…？

お客さま

その選択が法人の運命を左右しかねないような判断も
自身で下していく大きな責任を負っている❶ 孤独

経営全般の意思決定を行うため、時間に追われがち ❷ 多忙

募集人

募集人

経営者

経営者
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　つづいて、経営者は誰にその悩みを相談するのか、について考えてみましょう。
　上のグラフは中小企業庁が過去に調査・公表したものですが、「税理士・公認会計士」が
最も相談する相手であることがわかります。経営者の立場になって考えると、自社の財務
状況を把握している税理士や公認会計士はその道のプロですから、相談相手にするのも
もっともだ、と思いますよね。　

　ところで、法人への提案でよくある話が、経営者には提案したプランが受け入れられた
ものの、最終的には税理士から反対されて失注したというケースです（「税理士ブロック」
などという人もいますが）。
　そうなってしまうのは、左のページの内容を考えれば当然ですよね。つまり、経営者はすで
に税理士を信頼しているので、他の人（皆さん）から保険を提案されたとしても、税理士に
相談して意思決定をするのは当然なのです。

　ここは、個人のお客さまとは異なる難しさだと感じる人もいるかもしれません。つまり、
法人の場合には、キーパーソンが1人だけとは限らないという点です。
　皆さんは、このような状況を踏まえた上で、別の手を講じなければならない、ということに
なります。「なるほど、税理士に保険提案について業務提携するように伝えるのだな！」と
思ったかもしれませんが、「保険提案で業務提携しましょう」と安易に伝えても業務提携に
至る可能性はほとんどないでしょう。
　それは、税理士の立場になって考えてない、「押し売り」になっているからです。なぜなら、
税理士は法人への保険提案のことを最優先に考えることはないからです。そこで、税理士の
現状や悩みを理解することから始めなければなりません。

経営者の相談相手は？ 税理士は法人攻略の「壁」なのか？

注：複数回答のため、合計は必ずしも１００％とはなりません。
「小規模事業者」とは従業員20人以下、「中規模企業」とは同21人以上の事業者を指します。

出典：中小企業庁「小規模企業白書（2020年版）」
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社長！ 今回はこのプランで
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税理士にも相談した結果、
今回はナシで…
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連帯保証債務って付けなければならないの？

　ここからは、法人にまつわるさまざまなリスクについてみていきましょう。まずは、法人の
「創業期」で特に考慮すべきことからです。
　このステージは、創業間もないため、成長に向けて事業を軌道に乗せていくことが最優先
となります。従業員を雇う際にも経営者の親族や知人に声をかけるなど、身近なところから
探すことも多いものと考えられます。また、売上を立てるために販路開拓をしたり、経営者
自ら営業に奔走することもあるでしょう。とにかく走り続ける必要がある、このステージに
おいて最も重要なことは、「資金繰り」です。
　日本政策金融公庫 総合研究所が行った調査によると、開業時に調達した資金額のうち、
「金融機関等からの借入」と「自己資金」で全体の約9割を占めていることがわかります。

　資金繰りに関連して考えておくべきことは、借入金の問題です。左のページのように、事業
を開始する際には、借入金が必要不可欠といえますが、特に、その借入金が「連帯保証債務」
だった場合には、万一の際に、経営者の親族に影響をおよぼす可能性があります。
　なぜか、というと、連帯保証債務は相続人が引き継ぐこととなり、遺族が「連帯保証債務」を
負わなければならなくなるためです。仮に相続を放棄した場合は、経営者個人の預貯金や
住居などのプラスの財産まで相続できなくなります。

　連帯保証（経営者保証）は、金融機関側にとっては「経営者の放蕩経営を抑制できる」「保証
がない場合より融資しやすい」とされ、以前はほとんどの場合において経営者保証が必要と
なっていました。
　しかし、最近では、経営者の心理的負担による起業や経営への弊害、事業承継が阻害される
などの課題が指摘されており、金融庁も2023年4月から、経営者保証を求める場合は保証
契約の必要性などを具体的に説明することを金融機関に義務付け、説明件数を報告すること
も求めるようになっているため、今後は減少していくものと考えられます。
　とはいえ、経営者保証なしでの融資には、一定の条件があり、条件を満たせない企業は
引き続き、金融機関から経営者保証を求められる可能性があります。

　この資金を元手として、事業を開始するわけですが、売上が立ったとしても、通常はお金が
入ってくるのは後になります。そうはいっても、従業員への給与や取引先への仕入れにかかった
お金、税金、社会保険料などは期日通り支払わなければなりません。ですから、いわゆる
「黒字倒産」をしないために、資金繰りには注意しなければなりませんし、ある程度の手元
資金を確保しておかなければならない、というわけです。

先行投資で事業開始！ 考えておくべき対策は？

■ 資金繰り・借入金の問題7

開業時の資金調達額

出典：日本政策金融公庫 総合研究所「2024年度 新規開業実態調査」

自己資金 293万円
24.5％

配偶者・親・兄弟・親戚 54万円
4.5％

友人・知人等 36万円
3.0％

その他 34万円
2.8％

合計 
1,197万円

「金融機関等からの借入」と「自己資金」で
全体の約9割（89.6％）

金融機関等からの借入 780万円
65.2％

経営者
（連帯保証人）

遺族
（相続人）

法人
（債務者）

金融機関
（債権者） 連帯保証 相続が発生借入

法人が返済できなかった場合、遺族（相続人）が返済を迫られることに…

B
A
N
K

法人の債務も
相続されるの？

22 23



POINT 法人契約の生命保険で、相続人が相続税を納税するイメージ注：複数回答の結果をまとめたものです。
出典：エフピー教育出版「令和4年 企業経営と生命保険に関する調査」

事業承継における問題点

注：複数回答の結果をまとめたものです。
出典：エフピー教育出版「令和4年 企業経営と生命保険に関する調査」

事業承継した場合の相続税支払資金の捻出方法

　どんなに優れた経営者であっても寄る年波には勝てません。したがって、事業承継はどんな
法人にも必要です。下記グラフは、「事業承継における問題点」についてたずねたものですが、
「特に問題はない」という回答が半数にものぼっています。しかし、「本当に問題ない」ので
しょうか？

　実はこれ、皆さんは似たようなことを目にしています。個人のお客さまとの面談時に、こんな
会話になったことが一度はあるのではないでしょうか。
「お客さまは生命保険に入っていらっしゃいますか？」
「もちろん、万一の時に家族を困らせないために入っているから問題ないよ」
「しっかり備えていらっしゃるんですね。ところで、今ご加入の保険で本当に備えは十分だと
お思いですか？」
「え？　たしかにそう言われるとどうなんだろう？？　よくわからないかも…」
　個人において、必要保障額を確認し、不足分を生命保険でカバーするように、法人におい
ても事業承継のときに「どんな保障が必要か？」「どのくらい必要か？」を把握する必要があり
ます。そうしないと、相続による事業承継時に相続税支払資金を捻出するために、事業の運転
資金を使わざるを得なくなり、やむなく事業を畳まざるを得なくなる、といった事態にもなり
かねません。
　生命保険を活用すれば、万一の事態によって相続が発生した場合でも、事業の運転資金
や預貯金を取り崩すことなく相続税を支払うことができ、法人はもちろん、遺族（相続人）や
従業員も守ることができます。

　少し質問を変えて、「事業承継した場合に、相続税支払資金をどのように捻出するか」に
ついてたずねてみると、「わからない」と答えた法人も半数にのぼっていました。さて、ここに
重大な問題が潜んでいることに気づきますか？

社長の「問題ない」は本当なの？

■ 事業承継異状なし？11

法人

契約者

法人

被保険者

経営者

受取人

法人

［契約形態］

相続人

保険金

法人は保険金で相続人に
死亡退職金を支払う

相続人は死亡退職金で
相続税を支払う
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